
～相談事例～ 

 

 

 
  こんな時、どうするの？ グーグル AIジェミニに相談 
   

今月は、皆様にご披露するような相談案件はありませんでした。そこで、もう利用されている

方もいるとは思いますが、グーグル AIに相談してみました。「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の応用問題を 5問作成してください。」と入力したら、次の問題が出てきました。  
１．ある建築現場から、建設作業に伴い排出された廃プラスチック類、木くず、金属くずと、現

場事務所から排出された社員の昼食の弁当の残骸（生ごみ）が混在する廃棄物が発生しました。

これらの廃棄物に対する廃棄物処理法上の分類と、原則的な処理責任の主体に関する正しい組

み合わせを選びなさい。  
Ａ．廃プラスチック類・木くず・金属くず：一般廃棄物（市町村に処理責任）／弁当の残骸：一
般廃棄物（市町村に処理責任） 

Ｂ．廃プラスチック類・木くず・金属くず：産業廃棄物（排出事業者に処理責任）／弁当の残骸：
一般廃棄物（市町村に処理責任） 

Ｃ．廃プラスチック類・木くず・金属くず：特別管理産業廃棄物（排出事業者に処理責任）／弁
当の残骸：一般廃棄物（市町村に処理責任） 

Ｄ．廃プラスチック類・木くず・金属くず：産業廃棄物（市町村に処理責任）／弁当の残骸：一
般廃棄物（排出事業者に処理責任） 

 
２．産業廃棄物を処分業者に委託して処理する排出事業者が、廃棄物処理法に基づき、処理が適

正に行われたことを確認し、不適正処理を防止するために導入されている、義務付けられた仕

組みはどれか。また、この仕組みにおいて、排出事業者が最終処分の終了したことを確認する

ために受け取るべき書類の名称は何か。  
Ａ．産業廃棄物処理計画の届出 / 処理委託契約書の写し 
Ｂ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度の運用 / 最終処分終了が記載された E票 
Ｃ．特別管理産業廃棄物処理計画の提出 / 産業廃棄物処理業の許可証の写し 
Ｄ．電子マニフェストシステムの導入 / 処分完了の連絡を受けたことを示すメール 

 
３．工場から排出された特別管理産業廃棄物である廃油（特定有害産業廃棄物ではない）の処理

を、処分業者に委託する場合、排出事業者が法律に基づき契約書に明記しなければならない『委

託基準』に関する必須事項ではないものはどれか。  
Ａ．処理業者の特別管理産業廃棄物処分業の許可年月日及び許可番号 
Ｂ．委託する特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状 
Ｃ．委託する廃棄物の処理計画の詳細な工程表及び作業担当者名 
Ｄ．最終処分を行う場所の所在地 

 
４．ある市で、家庭から出る一般廃棄物の排出量が増加しているため、市は新たな処理施設を建

設することを計画しています。廃棄物処理法に基づき、この一般廃棄物の処理に関する『処理

計画』の策定と、処理の実施に関して、第一義的な責任を負う主体はどれか。  
Ａ．環境省 
Ｂ．市町村（特別区を含む） 
Ｃ．一般廃棄物処理業者（民間企業） 
Ｄ．都道府県 

 
５．ある金属加工工場が、事業活動で生じた廃酸（pH 2.0）を一時的に保管した後、許可を持つ

業者に処理を委託しようとしています。この廃酸は廃棄物処理法上、どのように分類されるか。

また、この廃酸の『収集運搬』を業として行うために必要な許可はどれか。  
Ａ．分類：特別管理産業廃棄物／必要な許可：特別管理産業廃棄物処分業の許可 
Ｂ．分類：一般廃棄物／必要な許可：一般廃棄物処理業の許可 
Ｃ．分類：特別管理産業廃棄物／必要な許可：特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可 
Ｄ．分類：産業廃棄物（特別管理産業廃棄物ではない）／必要な許可：産業廃棄物収集運搬業の
許可 

 
正解は、1 問；Ｂ 2 問；Ｂ 3 問；Ｃ 4 問；Ｂ 5 問；Ｃです。いかがでしたか。応用問題

をお願いしましたが、さほど難しい問題ではないなと思いました。もしも時間があり、自分の廃

棄物処理法に係る知識を試してみたい、全産連が実施する廃棄物処理検定を受験する方など、ジ

ェミニに相談すると良いと思いました。私も今回初めてジェミニに相談しましたが、ジェミニは、

ＢとＣが好きなようですね。 


